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１ 調査の概要

(1) 調査の目的

農業組織経営体経営調査（以下「本調査」という ）は、農家以外の農業事業体及び農業サー。

ビス事業体（以下「農業組織経営体」という ）における経営収支及び農産物の生産費の実態を。

明らかにし、農業組織経営体育成等の農業施策の資料を整備することを目的としている。

(2) 調査の沿革

本調査は、新しい食料・農業・農村政策の方向（新政策、平成４年６月）及び農政審議会報告

（平成６年８月）において、今後の我が国の農業生産を担う望ましい経営体として「組織経営体

の育成」並びに経営体質の強化を図るため「法人化の推進」が農業政策の重要な課題として位置

づけられ、このような課題に対応する諸施策推進の資料としての経営情報の提供が強く求められ

、 、てきたことを契機に農業組織経営体の経営実態を把握する経営統計を作成することとし その際

平成２年産から実施していた「農業生産組織生産費調査」と統合し、組織経営体の経営動向の実

態及び農産物の生産費の実態を一体的に把握する調査として平成８年より調査を開始したもので

ある。

(3) 調査の根拠

本調査は、統計報告調整法（昭和27年法律第148号）に基づく承認統計として実施した。

(4) 調査機構

本調査は、農林水産省大臣官房統計情報部及び地方統計情報組織を通じて実施した。

(5) 調査の体系

本調査では、農業組織経営体の経営収支の状況を把握する経営統計及び農産物の生産費を把握

する生産費統計を作成している。

平成14年（産）調査から調査体系の見直しを行った。食料・農業・農村基本計画においては、

農業生産に関する課題として、麦及び大豆について生産組織や担い手の生産規模の拡大、作付地

の団地化、合理的な作付体系の確立等により、生産の安定化・多収化及び生産コストの３割程度

の低減を通じ、国内産の麦及び大豆の需要を拡大するとともに、生産の大幅な増大を図るとして

いる。このため、麦及び大豆に係る生産性向上に向けた生産対策、育成すべき経営体の経営安定

に関する各施策のより的確な実施等に資する必要があり、米に加えて麦及び大豆の生産に取り組

んでいる農業組織経営体についての経営動向の実態把握を強化するため、調査体系の見直し、調

査の重点化を図った。

調査体系の見直しの概要については、次のとおりである。

ア 経営統計においては、13年調査までは稲作、麦類作、雑穀・いも類・豆類作、工芸農作物の

各部門の農家以外の農業事業体、及び水稲作全作業受託を行う農業サービス事業体を調査対象

としていたが、14年調査から稲作、麦類作、大豆作の各部門の農家以外の農業事業体を調査対

象とし、農業サービス事業体に係る調査については廃止した。

イ 生産費統計においては、農家以外の農業事業体については、13年産調査までは米、小麦、大
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豆を作付けしている農家以外の農業事業体のうち、協業経営体を対象としていたが、14年産調

査から米、小麦（又は六条大麦 、大豆を作付けしている農家以外の農業事業体を調査対象と）

した。

また、農業サービス事業体については、13年産調査までは米について全作業受託組織及び部

分作業受託組織を対象としていたが、14年産調査から米、小麦、大豆について全作業受託組織

を調査対象とし、部分作業受託組織に係る調査については廃止した。

注：１ 農家以外の農業事業体とは、経営耕地面積が10ａ以上あるもの又は経営耕地面積が
、 、それ未満であっても 調査開始日前１年間の農産物販売金額が15万円以上あるもので

世帯（農家）以外のものをいう。また、協業経営体とは、複数の世帯が一定の協定に
基づき組織化し、生産、販売及び収支決算を共同で行い、収益を分配しているものを
いう。

２ 農業サービス事業体とは、農業事業体（農家及び農家以外の農業事業体）から委託
を受けて農作業を行う事業所をいう。また、受託組織とは、複数の農家が組織化し、
組織内又は組織外の農作業を担うが、生産物はすべて個別農家に帰属するもの（共同
利用・栽培協定組織を含む｡)をいい これを主要な作業の全部を受託しているもの 全、 （
作業受託組織）と部分作業を受託しているもの（部分作業受託組織）とに区分した。

農 業 組 織 経 営 体 経 営 調 査 の 体 系

農業組織経営体経営調査 〔 統 計 の 内 容 〕

経 営 統 計 ○ 経営収支状況について把握する。

稲 作 部 門 農家以外の農業事業体のうち、部門別の経営収支を調査組

織の形態別に把握する。

麦 類 作 部 門 （組織の形態区分）

・法人経営体（農事組合法人、有限会社等）

大 豆 作 部 門 ・任意経営体（任意組合等）

生産費統計 ○ 農産物の生産費について把握する。

米

小麦( ) 調査作目を一定規模以上作付けする農家以外の農業事業体又は六条大麦

の生産費を把握する。

大 豆

米全作業受託

小麦全作業受託 調査作目を全作業受託している農業サービス事業体の生産

費を把握する。

大豆全作業受託



－4－

調査組織の選定(6) 調査対象と

調査対象ア

全国の農家以外の農業事業体（販売目的）及び農業サービス事業体のうち以下の条件にあて

はまるものとする。

(ｱ) 経営統計（農家以外の農業事業体）

ａ 稲作部門〔稲作販売金額１位かつ経営耕地面積10ha以上〕

ｂ 麦類作部門〔麦類の作付があり、かつ経営耕地面積５ha以上〕

ｃ 大豆作部門〔大豆の作付があり、かつ経営耕地面積３ha以上〕

(ｲ) 生産費統計

米については、過去５か年の10ａ当たり収量のうち、最高及び最低の年を除いた３年間の

10ａ当たり平均収量（以下「平年作」という ）に対する調査年の収量の増減が20％以上で。

あった組織を除く組織、小麦（又は六条大麦）及び大豆については、平年作に対する調査年

の収量の増減が70％以上であった組織を除く組織とする。

ａ 農家以外の農業事業体

(a) 米〔水稲作付面積５ha以上〕

(b) 小麦（又は六条大麦 〔小麦（又は六条大麦）作付面積３ha以上〕）

(c) 大豆〔大豆作付面積３ha以上〕

ｂ 農業サービス事業体

(a) 米〔水稲作全作業受託を行うサービス事業体〕

(b) 小麦〔小麦作全作業受託を行うサービス事業体〕

(c) 大豆〔大豆作全作業受託を行うサービス事業体〕

イ 全国の標本数及び規模別標本数の配分

(ｱ) 経営統計

全国の標本数を 「稲作１位」は法人格を有する組織（以下「法人経営体」という ）75、 。

組織、非法人の任意組合（以下「任意経営体」という ）45組織 「麦類作」は法人経営体2。 、

7組織、任意経営体53組織 「大豆作」は法人経営体20組織、任意経営体30組織とした。、

これを2000年世界農林業センサス（以下「2000年センサス」という ）結果による農家以。

外の農業事業体の経営耕地面積規模別組織数を基に、原則として比例配分により経営耕地面

積規模別に配分した。

(ｲ) 生産費統計

ａ 農家以外の農業事業体

全国の標本数を米80組織、小麦43組織、六条大麦７組織、大豆50組織とし、2000年セン

サス結果による農家以外の農業事業体の対象作物作付面積規模別組織数を基に、原則とし

て比例配分により対象作物作付面積規模別に配分した。

ｂ 農業サービス事業体

全国の標本数を米40組織、小麦28組織、大豆30組織とし、2000年センサス結果による農

業サービス事業体のうち、対象作物の全作業受託を行うサービス事業体の対象作物作付面

積規模別組織数を基に、原則として比例配分により対象作物作付面積規模別に配分した。

ウ 事務所別標本数の配分
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(ｱ) 経営統計

イの(ｱ)で配分した全国の経営耕地面積規模別標本数を、地方農政局統計情報事務所（地

方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道統計情報事務所、

沖縄県にあっては沖縄総合事務局。以下「事務所」という ）別に原則として2000年センサ。

スによる経営耕地面積規模別組織数に比例して配分した。

(ｲ) 生産費統計

イの(ｲ)で配分した全国の対象作物作付面積規模別標本数を、事務所別に原則として2000

年センサスによる対象作物作付面積規模別組織数に比例して配分した。

エ 調査組織の抽出方法

2000年センサス結果において調査対象に該当した組織を、経営統計においては事務所別経営

耕地面積規模別に経営耕地面積規模の大きいものから順に、また、生産費統計においては事務

所別対象作物作付面積規模別に対象作物作付面積規模の大きいものから順に配列したリストを

作成し、同一規模階層に属する組織を上記ウで定めた規模別標本数で除して等分し、等分した

各区分から１組織を無作為に抽出した。

また、経営統計の調査部門を共用、生産費統計の調査作物を共用、経営統計と生産費統計の

両方を共用することが可能である対象組織は共用を可能とした。

(7) 調査期間

ア 経営統計

平成14年１月から12月までの１年間である。

イ 生産費統計

(ｱ) 米及び大豆生産費統計は、平成14年１月から12月までの１年間である。

(ｲ) 小麦（又は六条大麦）生産費統計は、平成13年９月から14年８月までの１年間である。

(8) 調査項目

ア 経営統計

組織の構成農家数、経営耕地面積、出資金、収入及び費用、借入金・買掛未払金、農業投下

労働時間、施設・農機具の所有台数、主要作目の作付・生産の状況、農作業受託の状況等。

なお、調査対象組織である法人経営体と任意経営体ごとに、組織の態様・性格に着目した調

査項目を設定した。

具体的な調査科目については、別表１を参照されたい。

イ 生産費統計

(ｱ) 米、小麦（又は六条大麦）及び大豆の生産活動を維持・継続するために投入した費目別の

費用、労働時間、主産物（玄米、玄麦、乾燥子実）及び副産物の収穫量と価額。

(ｲ) 組織の構成農家数、経営耕地面積、作付実面積、投下資本額、農機具の所有台数等。

(9) 調査方法

農家を対象とした農業経営統計調査生産費統計に準じ、調査組織の代表者による所定の調査簿

への記帳（自計申告）と た。出張所職員の面接による聞き取り調査を併用し
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２ 調査上の主な約束事項

(1) 経営統計

ア 組織の構成員

(ｱ) 法人経営体の場合

法人経営体の構成員とは、法人への個人出資者のことである。また、出資者の世帯員が組

織の事業に従事している場合には出資名義者のみを構成員とした。

(ｲ) 任意経営体の場合

任意経営体の場合は、基本的に世帯（農家）が構成単位となっており、また出資制を採っ

ているケースも少ないことから、当該組織の事業に従事する構成世帯員はすべて構成員とし

た。

イ 専従換算農業従事者数

組織の農業部門及び調査部門において投下された構成員及び雇用者の農業労働時間を2,000

時間（８時間×250日）で除して算出した。

ウ 構成農家の主副業別区分

組織を構成する農家の主副業については、以下により区分した。

区 分 内 容

主 業 農 家 農業所得が主（農家所得の50％以上が農業所得）で、65歳未満の
農業従事60日以上の者がいる農家。

準主業農家 農外所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家。

副業的農家 主業農家及び準主業農家以外の農家。

非 農 家 経営耕地面積が10ａ未満かつ農産物販売金額が15万円未満の世帯。

エ 経営耕地団地数

組織が作業単位としている地続きの耕地を１団地とした団地数である。

オ 減価償却費

組織経営体の所有する施設・機械等の減価償却費については、国又は都道府県等の補助金を

取得価額から控除して計算した償却額を減価償却費として計上したが、この場合、実際に投入

された補助金は回収されないため、その分だけ利益を生じることとなる。このため、補助金を

圧縮しなかった場合の経営成績についても把握できるよう、参考として「圧縮計算しなかった

場合の減価償却費」についても計上した。

カ 構成員帰属分（分配金）

任意経営体の場合には、利益金の内部留保となる減価償却費の積立が認められないため、経

営体収入から減価償却費を含めない費用を控除して計算した額を「構成員帰属分（構成員分配

金 」として算出した。）

(2) 生産費統計
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ア 農産物生産費の概念

農産物生産費調査において「生産費」とは、農産物の生産のために消費した経済費用の合計

をいう。ここでいう費用の合計とは、具体的には、農産物の生産に要した材料（種苗、肥料、

農業薬剤、光熱動力、その他の諸材料 、土地改良及び水利費、賃借料及び料金、物件税及び）

公課諸負担、労働費（雇用・構成員（生産管理労働を含む 、固定資産（建物、構築物、農。））

機具、生産管理機器）の財貨及び用役の合計をいう。

各費目の具体的事例は、別表２を参照されたい。

イ 主な約束事項

(ｱ) 生産費の種別（生産費調査においては 「生産費」を次の３種類に区分する ）、 。

ａ 「生産費（副産物価額差引 」）

調査作物の生産に要した費用合計から副産物価額を控除したもの。

ｂ 「支払利子・地代算入生産費」

「生産費（副産物価額差引 」に支払利子及び支払地代を加えたもの。）

ｃ 「資本利子・地代全額算入生産費」

「支払利子・地代算入生産費」に自己資本利子及び自作地地代を擬制的に計算して算入

したもの。

(ｲ) 物財費

（ 、 、 、 、調査作物を生産するために消費した流動財費 種苗費 肥料費 農業薬剤費 光熱動力費

その他の諸材料費等）と固定財（建物、農機具、生産管理機器の償却資産）の減価償却費の

合計である。

なお、流動財費は、購入したものについてはその支払額、自給したものについてはその評

価額により算出した。

ａ 自給物の評価

、 、 、自給物は 農業組織経営体においては 農家に比べ組織としての自給生産の比重が低く

むしろ構成員が組織に対して生産資材を提供することの方が多いことから、すべて市価評

価を行い計上した。

建物修繕、農機具修繕及び農機具補充の自給については、その生産・修繕に用いた自給

材料を生産費の該当費目に計上し、それに関わる労働時間は、間接労働時間として労働費

に評価計上した。

ｂ 償却資産の評価

建物、農機具、生産管理機器のうち取得価額が10万円以上のものを償却資産として取扱

い、減価償却計算を行った。

償却計算の方法は「定額法」とするが、10万円以上20万円未満の資産については、３年

間で均一に償却することとした。なお、作物間の費用の配分(負担分)については、建物は

使用延べ面積の作物割合、農機具と生産管理機器は、使用時間の作物割合によった。

また、償却資産の更新、廃棄等に伴う処分差損益は、その調査作物の負担分を減価償却
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費に計上した。

(ｳ) 労働費

調査作物の生産のために投下された構成員労働の評価額と雇用労働に対する支払額の合計

である。

ａ 構成員労働の評価

調査作物の生産のために投下した構成員労働については 「毎月勤労統計調査 （厚生、 」

労働省）の建設業、製造業、運輸・通信業に属ずる５～29人規模の事業所における賃金デ

ータ（都道府県単位）を基に算出した単価を投下労働時間に乗じて計算したものである。

なお、平成10年産の生産費統計から、それまでの男女別評価から男女同一評価（当該地

域で男女を問わず実際に支払われた平均賃金による評価）に改正した。

ｂ 労働時間の規定と範囲

労働時間は、直接労働時間と間接労働時間に区分した。

直接労働時間は、食事・休憩などの時間を除いた調査作物の生産に直接投下された労働

時間（生産管理労働時間を含む ）であり、間接労働時間は、建物や農機具の自己修繕等。

に要した労働時間の調査作物の負担部分である。

なお、次に示す時間は、直接労働時間としてそれぞれの作業に含めた。

(a) 庭先における農機具の調整及び取付け時間、住居からほ場までの往復時間

(b) 調査期間外の労働でも、例えば、秋の田起こしなどのように、調査作物の作付けを目

的とする投下労働時間。

(c) ごく小規模な災害復旧作業時間。

(d) 簡易な農道の改修作業時間。

また、作業分類の具体的事例は、別表３を参照されたい。

(ｴ) 費用合計

調査作物を生産するために消費した物財費と労働費の合計である。

(ｵ) 副産物価額

副産物とは主産物（生産費集計対象）の生産過程で主産物と必然的に結合して生産される

生産物である。生産費調査においては、主産物生産に要した費用のみとするため、副産物を

市価で評価（副産物価額をもって、副産物の生産に要した費用とみなす ）し、費用合計か。

ら差し引くこととしている。

(ｶ) 資本額と資本利子

ａ 資本額

(a) 流動資本

「種苗費、肥料費、農業薬剤費、光熱動力費、その他の諸材料費、土地改良及び水利

費、賃借料及び料金、物件税及び公課諸負担、建物修繕費及び購入補充費、農機具修繕

費及び購入補充費、生産管理費」の合計に１／２（平均資本凍結期間６か月）を乗じた

ものを流動資本としている。
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平均資本凍結期間を６か月としているのは、農作物の生産に当たって投下される個々

の資産はすべて生産開始時に投下されるものではなく、生産過程の中で必要に応じて投

下されるものである。流動資本については生産過程における資本投下がほぼ平均的であ

ることから、資本投下から生産完了までの平均期間が全体では１／２年間であるとみな

していることによる。

(b) 労賃資本

「構成員労働費」と「雇用労働費」の合計に１／２（平均資本凍結期間６か月）を乗

じたものを労賃資本としている。

(c) 固定資本

「建物及び構築物、農機具、生産管理機器」の調査作物の負担部分現在価を固定資本

としている。

負担部分現在価は、調査開始時現在価に調査作物の負担割合を乗じて算出した。

負担割合は、建物では調査期間中の総使用量（総使用面積×使用日数）から調査作物

の使用量（使用面積×使用日数）割合により、農機具では調査期間中の総使用時間から

調査農作物の使用時間割合により算出した。

ｂ 資本利子

(a) 自己資本利子

総資本額から借入資本額を差し引いた自己資本額に年利率４％を乗じて計算した。

(b) 支払利子

調査期間内に支払った調査作物の負担部分の支払利子額を計上した。

(ｷ) 地代

ａ 自作地地代

自作地については、構成員が組織に提供（貸付も含む ）した作付地及び組織所有の作。

付地であり、その評価については、近傍類地（調査対象作物の作付地と地力等が類似して

いる作付地）の小作料による。また、調査作物の作付地以外の土地で調査作物に利用され

る所有地（例えば、建物敷地など）については、同様に類地賃借料によって計上した。

なお、転作田については、転作田の類地小作料により評価した。

ｂ 支払地代

支払地代は、実際の支払額による。調査作物の負担率は、一筆ごとに調査期間内におけ

る作物別の粗収益又は調査作物の占有面積の割合により負担率を算出し、これを支払地代

総額に乗じて負担地代を求めた。
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調査結果の取りまとめと統計表の編成３

(1) 調査結果の取りまとめ方法

ア 経営統計

(ｱ) 取りまとめ時期

調査期間である前年１月から12月までの１年間の経営収支状況が分かる決算資料や財務諸

（賃借対照表、損益計算書等）が整備される決算期とした。表等

(ｲ) 対象組織の範囲

調査結果の集計は 「脱落組織 （調査の途中で何らかの事由によって調査を中止した組、 」

織）を集計から除いた。

なお、平成14年調査の対象組織数は 「稲作１位」は法人経営体では調査組織75組織のう、

ち73組織、任意経営体では同45組織のうち41組織 「麦類作」は法人経営体では調査組織27、

組織のうち26組織、任意経営体では同53組織のうち52組織 「大豆作」は法人経営体では調、

査組織20組織全て、任意経営体では同30組織のうち26組織が該当した。

(ｳ) 平均値の算出方法

平均値は各調査組織について取りまとめた個別の結果を用いて、全国又は階層別に次の算

式により１組織当たり平均値を算出した。

ｎ
Σｗiｘi
i=1

ｘ ＝
ｎ
Σｗi
i=1

ｘ : 当該階層（全国の場合は全国を１つの階層とみなす ）のｘの平均の推定値。

xi : 調査結果による区分において当該階層に属するi番目の集計対象組織のｘについ

ての調査結果

wi : 調査結果による区分において当該階層に属するi番目の集計対象組織のウェイト

ｎ : 調査結果による区分において当該階層に属する標本の数

ウェイトは、事務所別経営耕地面積規模別に抽出時における調査組織数をセンサス結果

による対象組織数（調査組織の抽出がない階層分は隣接する調査組織の抽出がある階層に

加算）で除した値（標本抽出率）の逆数とし、調査組織別に定めた。

(ｴ) 農業経営費の取り扱い

会計処理法等が異なる法人経営体と任意経営体並びに農家を対象とした農業経営統計調査

部門別統計との比較ができるように、農業経営費について次のとおり取りまとめた。

ａ 算出の概念図

経営統計では、法人経営体及び任意経営体の調査結果を個別経営体（農家）と比較でき

るよう、次の概念で取りまとめている。
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ｂ 法人経営体

当該会計上の農業費用から、構成員に支払われた農産物生産に関わる労務費、事務に関

わる給与、地代及び負債利子を除外するとともに、農家を対象とした農業経営統計調査の

費目構成に合わせて農業経営費とした。

ｃ 任意経営体

利益金の内部留保となる減価償却費の積立が認められていないため、償却計算を行って

いないのが通例であることから、本調査では、当該会計上の農業費用に別途把握した減価

償却費の農業負担分を加えて農業経営費とした。

(ｵ) 分析指標の算出

統計表の表側項目における主要指標の算出方法は次式のとおりである。

ａ 営業利益（千円）＝事業収入計－事業費用計

ｂ 総資本営業利益率(％)＝(営業利益÷資産合計)×100

ｃ 売上高営業利益率(％)＝(営業利益÷事業収入計)×100

ｄ 自己資本営業利益率(％)＝(営業利益÷資本計)×100

ｅ 総資本回転率(回)＝事業収入計÷資産合計

ｆ 固定資産回転率(回)＝事業収入計÷固定資産計

ｇ 当座比率(％)＝(当座資産計÷流動負債計)×100

ｈ 流動比率(％)＝(流動資産計÷流動負債計)×100
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→ 「個別経営体（農家）」 ←

＜ 経 営 統 計 の 農 業 経 営 収 支 取 り ま と め 概 念 図 ＞
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注：１ 稲作経営安定対策の受取金は、農業収入（稲作収入）

　　 に含まれる。

　　２ 水田農業経営確立助成補助金（とも補償、経営確立助

　　 成）等の各種助成金は、事業外収入に含まれる。

　　３ 網掛け部分は、個別経営体（農家）における農業所得

　　 に当たるものである。
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ｉ 固定比率(％)＝(固定資産計÷資本計)×100

ｊ 負債比率(％)＝(負債計÷資本計)×100

ｋ 固定長期適合率(％)＝〔固定資産計÷(固定負債計＋資本計)〕×100

ｌ 自己資本比率(％)＝(資本計÷資産合計)×100

ｍ 農業所得（千円）＝農業収入－農業経営費計

ｎ 農業所得率(％)＝(農業所得÷農業収入)×100

ｏ 付加価値額（農業純生産 （千円））

＝農業収入－〔農業経営費計－(負債利子＋雇用労賃＋支払地代)〕

ｐ 付加価値率(％)＝(付加価値額÷農業収入)×100

ｑ 粗付加価値額（千円）

＝農業収入－〔農業経営費計－(負債利子＋雇用労賃＋支払地代＋減価償却費)〕

ｒ 粗付加価値率(％)＝(粗付加価値額÷農業収入)×100

ｓ 構成員農業労働１時間当たり農業所得(円)

＝〔農業所得÷(専従換算構成員数×2,000)〕×1,000

(専従換算構成員数＝専従換算農業従事者数計－専従換算雇用者数)

ｔ 専従構成員１人当たり農業所得（千円）＝農業所得÷専従換算構成員数

ｕ 農業労働１時間当たり付加価値額(円)＝(付加価値額÷農業投下労働時間計)×1,000

ｖ 専従者１人当たり付加価値額（千円）＝付加価値額÷専従換算農業従事者数計

ｗ 構成員帰属分（千円）＝（農業（受託）収入＋農外（受託以外）収入）－

（ （ ） （ ） ）農業 受託 経営費＋農外 受託以外 経営費－減価償却費

イ 生産費統計

(ｱ) 生産費の計算期間と計算範囲

計算期間は、調査作物の生産を始めてから収穫、調製が終了するまでの期間とし、計算範

囲は、その間の総費用とした。

なお、流通段階の諸経費 は、生産費計算の対象としない。（販売費、包装費、搬出費等）

(ｲ) 生産費計算の対象組織の範囲

調査結果の集計は、農家以外の農業事業体及び全作業受託組織ともに「脱落組織 （調査」

の途中で何らかの事由によって調査を中止した組織 「収穫皆無組織 、さらに米について）、 」

は、平年作に対する調査年の収量の増減が20％以上であった組織、小麦（又は六条大麦）及

び大豆については、平年作に対する調査年の収量の増減が70％以上であった組織を集計から

除いた。

なお、平成14年産の各調査の対象組織数は 「米生産費」は農家以外の農業事業体では調、

査組織80組織のうち77組織、全作業受託組織では同40組織のうち38組織 「小麦生産費」は、

農家以外の農業事業体では同43組織のうち39組織、全作業受託組織では同28組織のうち22組

織 「六条大麦生産費」は農家以外の農業事業体では同７組織全て 「大豆生産費」は農家、 、

以外の農業事業体では同50組織のうち44組織、全作業受託組織では同30組織のうち26組織が

該当した。
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(ｳ) 平均値の算出方法

平均値は各調査組織について取りまとめた個別の結果を用いて、全国又は階層別に以下

により算出した。

ａ １組織当たり平均値の算出

米生産費、小麦生産費及び大豆生産費は次の算式により平均値を算出した。

ｎ
Σｗiｘi
i=1

ｘ ＝
ｎ
Σｗi
i=1

ｘ : 当該階層（全国の場合は全国を１つの階層とみなす ）のｘの平均の推定値。

xi : 調査結果による区分において当該階層に属するi番目の集計対象組織のｘについ

ての調査結果

wi : 調査結果による区分において当該階層に属するi番目の集計対象組織のウェイト

ｎ : 調査結果による区分において当該階層に属する標本の数

ウェイトは米生産費、小麦生産費及び大豆生産費については、事務所別作付面積規模別

に抽出時における調査組織数をセンサス結果による対象組織数（調査組織の抽出がない階

） （ ） 、層分は隣接する調査組織の抽出がある階層に加算 で除した値 標本抽出率 の逆数とし

調査組織別に定めた。

六条大麦生産費は単純平均値を算出した。

ｂ 計算単位当たり生産費の算出

当該階層の１組織当たり平均の生産費
× 計算単位

当該階層の１組織当たり平均の主産物生産量又は作付面積

計算単位当たり生産費は主産物計算単位当たり及び作付面積10ａ当たりの２通りについ

て算出した。

ｃ 計算単位

各作物別の主産物単位当たり生産費における計算単位は、次のとおりである。

調 査 作 物 名 主 産 物 計 算 単 位

米 ６０㎏

小 麦 ６０㎏

六 条 大 麦 ５０㎏

大 豆 ６０㎏

(ｴ) 収益性指標（所得及び構成員労働報酬）の計算
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、 、収益性指標は 本来は組織の経営全体の成果を部門計算し求めるべき性格のものであるが

ここでは、調査作物と他作物との収益性を比較する指標として該当作物部門についてのみ取

りまとめているので、利用に当たっては十分留意されたい。

ａ 所得

生産費総額から構成員労働費、自己資本利子及び自作地地代を控除した額を粗収益から

差し引いたものである。

所得＝粗収益－〔生産費総額－（構成員労働費＋自己資本利子＋自作地地代 〕）

ただし、生産費総額＝費用合計＋支払利子＋支払地代＋自己資本利子＋自作地地代

ｂ １日当たり所得

所得を構成員労働時間で除し、これに８（１日を８時間とみなす ）を乗じて算出した。

ものである。

１日当たり所得＝所得÷構成員労働時間×８（１日換算）

ｃ 構成員労働報酬

生産費総額から構成員労働費を控除した額を粗収益から差し引いたものである。

構成員労働報酬＝粗収益－（生産費総額－構成員労働費）

ｄ １日当たり構成員労働報酬

構成員労働報酬を構成員労働時間で除し、これに８（１日を８時間とみなす ）を乗じ。

て算出したものである。

１日当たり構成員労働報酬＝構成員労働報酬÷構成員労働時間×８（１日換算）

ｅ （参考）奨励金を加えた場合

調査作物の生産・販売に係る奨励金を主産物価額に含めた場合の収益性を参考として算

出した。
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(2) 統計の表章

ア 経営統計

(ｱ) 調査結果の表章区分と内容

区 分 表 章 区 分 表 章 内 容

１ 全国・全国農業地域別 １ 経営概況

２ 経営耕地面積規模別（全国） ２ 貸借対照表

３ 水稲作付面積規模別（全国） ３ 損益計算書

法人経営体 ４ 期中投資・借入返済

５ 損益計算書（農業部門）

稲作１位 ６ 〃 （稲作部門）

７ 農業経営収支

８ 稲作経営収支

１ 全国・全国農業地域別 １ 経営概況

任意経営体 ２ 経営耕地面積規模別（全国） ２ 農業経営等収支
３ 水稲作付面積規模別（全国） ３ 稲作経営収支

全国 １ 経営概況

２ 貸借対照表

３ 損益計算書

法人経営体 ４ 期中投資・借入返済

５ 損益計算書（農業部門）

麦 類 作 ６ 〃 （麦類作部門）

７ 農業経営収支

８ 麦類作経営収支

全国 １ 経営概況

任意経営体 ２ 農業経営等収支
３ 麦類作経営収支

全国 １ 経営概況

２ 貸借対照表

３ 損益計算書

法人経営体 ４ 期中投資・借入返済

５ 損益計算書（農業部門）

大 豆 作 ６ 〃 （大豆作部門）

７ 農業経営収支

８ 大豆作経営収支

全国 １ 経営概況

任意経営体 ２ 農業経営等収支
３ 大豆作経営収支
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(ｲ) 統計表章で用いた区分は、次のとおりである。

ａ 全国農業地域別区分

区 分 所 属 都 道 府 県 名

北 海 道 北海道

東 北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

北 陸 新潟、富山、石川、福井

関東・東山 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野

東 海 岐阜、静岡、愛知、三重

近 畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口

四 国 徳島、香川、愛媛、高知

九 州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

沖 縄 沖縄

なお、稲作１位の法人経営体及び任意経営体の統計表中において、中国、四国

をまとめて「中国四国」と表示した。また、沖縄については調査を実施していな

い。

ｂ 規模別による区分

調査対象組織のうち、稲作１位の組織について、農業経営収支は経営耕地面積及び水稲

作付面積規模別に、稲作部門経営収支は水稲作付面積規模別に次のとおり区分した。

なお、法人経営体については、農業及び稲作部門における部門別損益計算書についても

掲載している。

(a) 稲作１位（法人経営体 ・経営耕地面積規模別）

①20ha未満 ②20～30 ③30～50 ④50ha以上

(b) 稲作１位（法人経営体 ・水稲作付面積規模別）

①10ha未満 ②10～20 ③20～30 ④30ha以上

(c) 稲作１位（任意経営体 ・経営耕地面積規模別）

①20ha未満 ②20～30 ③30ha以上

(d) 稲作１位（任意経営体 ・水稲作付面積規模別）

①10ha未満 ②10～20 ③20ha以上
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イ 生産費統計

(ｱ) 調査結果の表章区分と内容

ａ 農家以外の農業事業体

(a) 米

表 章 区 分 内 容

１ 全国・全国農業地域別 １ 調査組織の生産概要・経営概況

２ 作付面積規模別（全国） ２ 生産費

(b) 小麦

表 章 区 分 内 容

１ 調査組織の生産概要・経営概況
全国・北海道・都府県

２ 生産費

(c) 六条大麦

表 章 区 分 内 容

１ 調査組織の生産概要・経営概況
北 陸

２ 生産費

(d) 大豆

表 章 区 分 内 容

１ 調査組織の生産概要・経営概況
全国・北海道・都府県

２ 生産費

ｂ 全作業受託組織

(a) 米

表 章 区 分 内 容

１ 調査組織の生産概要・経営概況
全 国

２ 生産費

(b) 小麦

表 章 区 分 内 容

１ 調査組織の生産概要・経営概況
全 国

２ 生産費

(c) 大豆

表 章 区 分 内 容

１ 調査組織の生産概要・経営概況
全 国

２ 生産費
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(ｲ) 統計表章に用いた区分は、次のとおりである。

ａ 全国農業地域別区分

区 分 所 属 都 道 府 県 名

北 海 道 北海道

東 北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

北 陸 新潟、富山、石川、福井

関東・東山 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野

東 海 岐阜、静岡、愛知、三重

近 畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口

四 国 徳島、香川、愛媛、高知

九 州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

沖 縄 沖縄

なお、米の農家以外の農業事業体の統計表中において、中国、四国をまとめて

「中国四国」と表示した。また、沖縄については調査を実施していない。

ｂ 水稲作付面積規模別による区分

農家以外の農業事業体

①５～10ha ②10～20 ③20～30 ④30ha以上
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４ 利用上の注意

(1) 経営統計

ア 〔参考〕累年統計表に掲載した統計値

本調査は、５年ごとに実施される農林業センサス結果を基に標本選定替えを実施し、５年間

標本を固定してその動向を把握しているところであるが、５年間に新規参入の増加など母集団

の大幅な変化があったことから、最新2000年センサス結果を母集団とする平成14年結果と1995

年センサス結果を母集団とする13年結果を比較した場合、その動向が現れないことがある。

このため 「 参考〕累年統計表」には既に公表している稲作１位の13年調査結果の加工値、〔

を参考掲載した。加工値の試算方法は、13年調査結果の集計組織を、2000年センサス結果を母

集団とみなした場合のウエイト（抽出率の逆数）により加重平均することとした。

なお、上記加工値は14年調査結果とおおよその動向を比較するために試算したものであり、

12年調査結果と直接比較できるものではないので、利用に当たっては十分留意されたい。

イ 実績精度

主要項目の実績精度（標準誤差率＝標準誤差÷推定値）は下表のとおりである。

単位：標準誤差 千円、標準誤差率 ％(ｱ) 稲作１位（１組織当たり）

法人経営体 任意経営体
区 分

標準誤差(参考) 標準誤差率 標準誤差(参考) 標準誤差率

農 業 収 入 5,681.8 7.8 1,402.4 5.1
農 業 経 営 費 4,780.7 10.6 1,063.2 5.5
農 業 所 得 1,343.9 17.9 858.1 10.3
稲 作 収 入 2,740.6 8.9 1,003.3 4.4
稲 作 経 営 費 1,578.1 6.3 700.7 4.8
稲 作 所 得 1,352.5 23.1 649.1 8.1

単位：標準誤差 千円、標準誤差率 ％(ｲ) 麦類作（１組織当たり）

法人経営体 任意経営体
区 分

標準誤差(参考) 標準誤差率 標準誤差(参考) 標準誤差率

農 業 収 入 6,659.3 10.0 2,542.2 11.0
農 業 経 営 費 5,260.1 9.4 1,928.9 10.1
農 業 所 得 3,755.6 34.3 1,026.6 25.7
麦 類 作 収 入 1,219.4 10.6 685.5 13.1
麦類作経営費 1,439.9 12.8 594.5 10.8
麦 類 作 所 得 1,258.2 623.0 279.6 △106.5

単位：標準誤差 千円、標準誤差率 ％(ｳ) 大豆作（１組織当たり）

法人経営体 任意経営体
区 分

標準誤差(参考) 標準誤差率 標準誤差(参考) 標準誤差率

農 業 収 入 5,198.2 11.2 2,484.2 14.5
農 業 経 営 費 4,193.6 10.4 2,003.3 13.4
農 業 所 得 1,897.6 31.0 1,099.1 50.3
大 豆 作 収 入 682.8 17.2 720.4 18.6
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大豆作経営費 714.0 15.2 503.3 10.8
大 豆 作 所 得 343.8 △47.8 447.7 △57.3

注：１）標準誤差率が負数のものは推定値が負数であるためである。

２）標準誤差については参考のため掲載した。

(2) 生産費統計

ア 統計表に掲載した統計値

六条大麦生産費については事例的な調査であるので、利用に当たっては十分留意されたい。

イ 農産物生産費調査の見直しに基づく調査項目の一部改正

農産物生産費調査は、近年における農業・農山村・農業経営の著しい実態変化を的確にとら

えたものとするため、平成２～３年にかけて見直し検討を行い、その検討結果を踏まえ調査項

目の一部改正を行った （農業生産組織生産費調査については平成３年産から適用 ）。 。

したがって、この見直しにより平成３年産以降の生産費及び関係費目並びに収益性に関する

数値は、厳密な意味で平成２年産のものとは接続しないので、利用に当たっては十分留意され

たい。

なお、改正の内容は次のとおりである。

(ｱ) 構成員労働の評価方法を 「毎月勤労統計調査 厚生労働省）により算出した単価によっ、 」（

て評価する方法に変更した。

(ｲ) 「生産管理労働時間」を構成員労働時間に 「生産管理費」を物財費に新たに計上した。、

(ｳ) 土地改良に係る負担金の取扱いを変更した （米については、償還金のすべてを計上（整。

地、表土扱いに係るものを除く ）することとし、小麦（又は六条大麦）及び大豆について。

は、維持費、償還金（整地、表土扱いに係るものを除く ）のうち調査作物の生産に必要な。

負担分を新たに算入した ）。

(ｴ) 減価償却費の計上方法を変更し、更新・廃棄等に伴う処分差損益を新たに計上した。

(ｵ) 物件税及び公課諸負担のうち、調査作物の生産を維持・継続していく上で必要なものを新

たに計上した。

(ｶ) 資本利子を支払利子と自己資本利子に、地代を支払地代と自作地地代に区分した。

(ｷ) 統計表章においても「第１次生産費」を「生産費（副産物価額差引 」に 「第２次生産） 、

」 「 」 、「 （ ）」費 を 資本利子・地代全額算入生産費 にそれぞれ置き換え 生産費 副産物価額差引

と 資本利子・地代全額算入生産費 の間に新たに 実際に支払った利子・地代を加えた 支「 」 、 「

払利子・地代算入生産費」を新設した。

ウ 農業経営統計調査への移行に伴う調査項目の一部変更

平成６年７月に従来、別体系で実施していた農家経済調査と農畜産物繭の生産費調査を統合

し、農業経営統計調査へと移行したことに伴い、農産物の生産に係る直接的な労働以外の労働

購入附帯労働及び建物・農機具等の修繕労働等 を間接労働として関係費目から分離し 労（ ） 、「

働費」及び「労働時間」に含め計上することとしており、農業組織経営体経営調査生産費統計

についても、両調査間の生産性比較等の整合を図るため同様の変更を行った。

エ 米生産費統計の調査対象組織の改定

米生産費統計における調査対象組織については、平成６年産より「脱落組織 「収穫皆無」、

組織」及び「災害組織 （平年作に対する調査年の収量の減収が20％以上であった組織）に加」
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え、平年作に対する調査年の収量の増収が20％以上であった組織についても異常な生産状況と

みなし 「災害組織」と併せて対象から除外するよう改定した。、

オ 実績精度

主要項目の実績精度（標準誤差率＝標準誤差÷推定値）は下表のとおりである。

(ｱ) 米生産費（60kg当たり） 単位：％

区 分 農家以外の農業事業体 全 作 業 受 託 組 織

物 財 費 ３．５ ３．１
労 働 費 ４．６ ５．４
費 用 合 計 ２．５ ２．５
生産費（副産物価額差引） ２．５ ２．５
支払利子・地代算入生産費 ２．０ ３．２
資本利子・地代全額算入生産費 ２．０ ２．６

(ｲ) 小麦生産費（60kg当たり） 単位：％

区 分 農家以外の農業事業体 全 作 業 受 託 組 織

物 財 費 ４．７ １０．７
労 働 費 ９．０ １７．８
費 用 合 計 ４．９ １０．４
生産費（副産物価額差引） ５．２ １０．２
支払利子・地代算入生産費 ５．５ ９．９
資本利子・地代全額算入生産費 ５．０ １１．４

(ｳ) 大豆生産費（60kg当たり） 単位：％

区 分 農家以外の農業事業体 全 作 業 受 託 組 織

物 財 費 ７．４ ９．４
労 働 費 ７．７ ９．３
費 用 合 計 ６．７ ７．８
生産費（副産物価額差引） ６．６ ７．８
支払利子・地代算入生産費 ６．５ ８．３
資本利子・地代全額算入生産費 ６．４ ７．７

(3) 統計表中に用いた記号の用法は、次のとおりである。

「－ ：事実のないもの」

「… ：事実不詳又は調査を欠くもの」

「Ｘ ：秘密保護上統計数値を公表しないもの」

「０ 「0.0 ：単位に満たないもの」、 」

「△ ：負数のもの」

連絡先：農林水産省 大臣官房 統計部 経営・構造統計課 農業経営統計班

電話：03(3502)8111 内線2746

03(3591)0923 （直通）



別表１
　　経営統計調査科目一覧表
　　　貸借対照表科目

１ 資産の部

(1)  流動資産

当座資産

　現金・預金 当座預金、普通預金、定期預金、保険積立金、営農貯金

　売掛金・未収金 未収入金

　有価証券 国債、地方債、株券

　その他の当座資産 受取手形、短期貸付金、立替金

棚卸資産

　農産物 生産物、商品・製品

　その他 中間生産物、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品、中小家畜、資材

その他の流動資産 前渡金、前払金、前払費用、未収収益、仮払金等

(2)　固定資産

有形固定資産

　動物・植物 乳牛、繁殖牛、繁殖豚、育成家畜、育成植物、果樹、茶樹、桑樹

　車両・運搬具 大農具

　機械・装置 大農具

　建物・構築物 建物・施設、建物及び付属設備

　土地 農地

　その他 建設仮勘定、土地改良、工具器具備品

無形固定資産 電話加入権、地上権、借地権

投資・外部出資 農協出資金、長期前払金、長期貸付金、投資証券、保証金

繰延資産 創立費、開業費

２ 負債及び資本の部

(1)　負債

ア  流動負債

買掛金・未払金 未払税金、未払利息、支払手形、未払費用

短期借入金

農協 農協貯金

市中銀行 銀行貯金

その他

構成員

その他の流動負債 前受金、預り金、前受収益、仮受金、法人税等充当金、賞与引当金、

未払配当金

イ　固定負債

  長期借入金

財投・財政資金

農協系統資金

その他

構成員

その他の固定負債 長期預り金、長期未払金、修繕引当金、製品保証引当金、退職給与引当金

該  当  す  る  科  目  例調 査 科 目
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　　　貸借対照表科目（つづき）

(2)  資本

ア 資本金・出資金

イ 法定準備金 資本準備金、利益準備金

ウ 任意積立金 特別積立金、別途積立金、退職給与積立金、新築積立金

エ 当期未処分利益

前期繰越利益 繰越利益金、繰越欠損金、準備金取崩額

当期利益 当期欠損

該  当  す  る  科  目  例調 査 科 目
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　　　損益計算書科目

１ 費用の部
(1) 事業費用
ア 生産原価

期中棚卸増減 期首（期末）生産物棚卸高、期首（期末）仕掛品棚卸高、
期首（期末）原材料棚卸高、固定資産育成高

種苗費 種苗、種子、苗
肥料費
農薬費
諸材料費 資材、小農具
修繕費 修理費
光熱動力費 燃料、水道・光熱
賃借料 機械使用量、機械リース料、施設利用料、委託料
土地改良・水利費 土地改良負担金、土地改良賦課金
租税公課
労務費 給料、福利厚生費、法定福利費、厚生費、従事分量配当、社会保険料、

退職金、退職給与引当金繰入額
構成員
雇用者 雇用労賃、支払労賃

地代 小作料、借地料
員内借入地
員外借入地

減価償却費
農産加工原料費 農産加工に用いる原材料費
その他 農業共済掛金、災害保険料

イ　
販売経費 販売手数料、出荷手数料、包装費、運賃、販売促進費、見本費、広告宣

伝費等
給料及び手当 給与・手当・賞与、賞与引当金繰入額、役員報酬、福利厚生費、従事分

量配当、社会保険料、退職金、退職金引当金繰入額等
構成員
雇用者 給料・手当・賞与、支払労賃等

減価償却費
租税公課 賦課金、分担金
負債利子 支払利子、利子・割引料、手当割引料
構成員支払分

その他の管理費 事務費、消耗品、光熱費、通信費、会議費、旅費、交通費、研修費、接
待交際費、光熱動力費、車両燃料費、事務所等の地代、賃借料（建物借
料、事務所家賃等販売部門及び管理部門に属するもの）、賃倒引当金繰
入額、営業雑費等

(2) 事業外費用 期間外費用、特別損益、固定資産圧縮損、法人税等繰入額、固定資産売
却損、繰延資産償却

販売費及び一般管理費

調 査 科 目 該  当  す  る  科  目  例

－24－



－25－

別表２
生産費統計費目分類一覧表

費 目 費 目 の 内 容 例 示

購入の種子、苗（運賃、手数料、手間賃などの購入附帯費を含む。以下、各資
種 苗 費

材について同じ ）及び自給の種子、苗の消費額。

化学肥料（硫安、尿素、過リン酸石灰、化成肥料等）
肥 料 費 有機質肥料（たい肥、きゅう肥、緑肥、くん炭等肥料を目的とする稲わら等を

含む ）。

次の農業薬剤の消費額
殺 菌 剤（硫酸銅、石灰硫黄合剤等）
殺 虫 剤（ＥＰＮ粉剤、マラソン乳剤等）

農 業 薬 剤 費
殺虫殺菌剤（カルタップ・ＩＢＳＰ、ＮＡＣ・ＩＢＰ粉剤等）
除 草 剤（ＭＣＰ等）
植物生育調整剤（イソプロチオラン、過酸化カルシウム、イナベンフィド等）

次の光熱動力関係の消費額
光 熱 動 力 費 重油、軽油、灯油、ガソリン、混合油、モーター油、マシン油、グリス、電気

料金、水道料金、ガス料金等

次の諸材料の消費額
苗床材料（稲わら、麦わら、竹くい、落葉、ポリエチレン、ビニール、育苗用

その他の諸材料費
土）、縄、バインダー用結束ひも、結束わら、選種用塩、くん炭（苗代に水を
温めるため散布するもの）等

土地改良区費、水利組合費、貯水溜の改修費及び共同負担費、用水路及び排水
土 地 改 良 及 び

路等の整備改修割、水害予防対策費等の負担額（土地造成分を除く ）のほか、。
水 利 費

現物で徴収されたものの評価額

〔共同負担金〕薬剤共同散布割、共同施設の負担金、共同苗代の負担金等
〔賃 借 料〕農機具借料、建物借料

賃 借 料 及 び 料 金
〔料 金〕航空防除賃、賃耕料、機械田植賃、コンバイン刈請負わせ賃、
脱穀賃、ライスセンター費、カントリーエレベーター費等

物 公 固定資産税（土地を除く 、自動車税、軽自動車税、水利地益税、自動車重量。）物 件 税件 課 税、自動車取得税、都市計画税（土地を除く ）。
税 諸

集落協議会費、農業協同組合費、農事実行組合費、農業共済組合賦課金、自動及 負 公課諸負担
車損害賠償責任保険び 担

住家、納屋、倉庫、作業場、農機具置場等の償却費及び修繕費、大工賃、左官
建 物

建 賃、材料費等の修繕費

構築物の償却費及び修繕費
物 土地改良設備費（個人施工のもの）（用水路、暗きょ排水設備、コンクリート

構 築 物 けい畔、床締め、客土等）
費 その他の構築物〔たい肥盤、温床わく、肥料溜、支柱類（償却を必要とする竹

支柱、鉄パイプ支柱、鉄線支柱等 、斜降索道、農用井戸、稲架〕）

大農具の償却費及び修繕費
原動機（モーター、ディーゼルエンジン等）

農 揚排水機具（ポンプ類等）
耕うん整地用機具〔トラクター（乗用型、歩行型 、ハロー類、プラウ類等〕）

機 大 農 具 施肥用機具（肥料散布機、肥料粉砕機、肥料粉末機、肥料配合機等）
防除用機具（噴霧機、ミスト機、スピードスプレヤー、自動爆音機等）

具 収穫調製用機具（刈取機類、コンバイン、脱穀機、もみすり機、乾燥機類等）
運搬用機具〔農用自動車（自動車の車検に係る費用は修繕費 、オートバイ等〕）

費 その他農具（台はかり、伝導装置等）

小 農 具 大農具以外の農具類の購入費及び修繕費

集会出席に要する交通費、技術習得に要する受講料及び参加料、免許更新料、
生 産 管 理 費 免許取得料、事務用机、消耗品、パソコン、複写機、ファックス、電話代など

の生産管理労働に伴う諸材料費、償却費
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生産費統計費目分類一覧表（つづき）

費 目 費 目 の 内 容 例 示

労 「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）により算出した賃金単価により評価した
構 成 員

構成員労働費働

費 雇 用 年雇、季節雇、臨時雇の賃金（現物支給を含む ）。

資 支 払 利 子 支払利子額
本

自 己 資 本利 自己資本額に年利率４％を乗じた計算利子額
子 利 子

地 実際に支払った調査作物作付地の小作料（物納の場合は時価評価額）、調査作
支 払 地 代 物に使用された作付地以外の土地（建物敷地、作業場、乾燥場等）の賃借料及

び小作料

代 自 作 地 地 代 自作地見積地代（類地小作料、類地賃借料）

別表３
生産費統計作業分類一覧表
米

作 業 分 類 作 業 の 内 容

種 子 予 措 種もみの選種、浸種、消毒、催芽

苗代の耕うん、砕土、かん排水、整地、あぜ塗り、施肥（基肥、追肥）、
育 苗 種まき、被覆、苗代の防除、除草、育苗機による育苗作業、苗代管理一切

と前年の通し苗代の先入労働
直

荒起し、秋田起しの労働、本田の砕土、しろかき（荒しろを含む。）、整地
耕 起 整 地 の労働（先にかん水をして行う耕うんからしろかきまでの一貫作業を含

む 、あぜ塗り労働。）

肥料の運搬、施肥、秋落ちを防ぐための客土の搬入労働、水田裏作物の畝
基 肥

間に次期の稲作のための堆きゅう肥の施肥労働

直 ま き 直まき（乾田、湛水田の両方を含む。）のための耕うんからは種までの労働
接

田 植 苗とり、苗運搬、田植え、浮苗なおしの労働、補植

追 肥 肥料の運搬、施肥、除草剤混入肥料の散布労働

除 草 人力又は動力による中耕除草、除草剤の散布、ひえぬき、ひえ切り労働

けい畔の草刈り〔棚田の法面（けい畔でない。）の草刈りは含めない。〕、
かん水、落水、落水溝堀り、水温上昇剤散布、けい畔の小修繕、災害によ

管 理
る小規模の水田の復旧作業、構築物に含まれない農道の改修、作柄見回り

労 ※集落共同によるかん排水作業のような水利費に含まれるものは除く。

農薬散布による防除作業（除草剤の散布は含めない 、かかし作り作業、。）
防 除 すずめ追い、被害茎の抜取り、塩抜き労働

※共同防除のための打合せ会議の時間は含めない。

稲刈り（コンバインによる稲刈りから脱穀までの一貫作業及び刈り取り後
の稲わら処理労働を含む 、稲の結束、運搬、稲架の組立て、稲掛け、稲。）

刈 取 ・ 脱 穀
架の取り壊し、後片付け、稲の収納、脱穀、調製、もみ運搬、脱穀調製後

働 いったん他の場所に収納する場合の収納、稲わらの処理労働

乾燥作業、もみすり、もみ及び玄米の運搬、もみ殻の処理労働
乾 燥 ※調製と包装荷造りが同時に行われる場合には選別に要する労働を含め、

包装荷造りの労働は除外する。

企画管理労働のうち、米の生産を維持・継続する上で必要不可欠とみられ
生 産 管 理 労 働 る集会出席（打合せ等 、技術習得、簿記記帳）

間 接 労 働 購入資材等の調達、建物、農機具等の修繕、水利賦役

（参考） 企画管理労働のうち、生産管理労働に分類されない集会出席（打合せ等 、）
経 営 管 理 労 働 技術習得、資金調達
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小麦（又は六条大麦）

作 業 分 類 作 業 の 内 容

種 子 予 措 種子予措（選種、浸種、催芽、種子消毒）

耕 起 整 地 耕起、整地、畝立て

直 基 肥 基肥の配合、運搬、施肥

は 種 種まき、覆土

追 肥 追肥の配合、運搬、施肥
接

中 耕 除 草 土入れ、土寄せ、除草

麦 踏 み 麦踏み

労 管 理 かん排水、けい畔の草刈り、その他管理作業一切

防 除 防除

刈 取 ・ 脱 穀 麦刈り、運搬、稲架作り（取り壊しなどを含む 、脱穀。）
働

乾 燥 乾燥、調製

企画管理労働のうち、小麦の生産を維持・継続する上で必要不可欠とみら
生 産 管 理 労 働

れる集会出席（打合せ等）技術習得、簿記記帳

間 接 労 働 購入資材等の調達、建物、農機具等の修繕

（参考） 企画管理労働のうち、生産管理労働に分類されない集会出席（打合せ等 、）
経 営 管 理 労 働 技術習得、資金調達

大豆

作 業 分 類 作 業 の 内 容

種子の選種、消毒、土壌消毒、苗床作り、苗床施肥、苗床種まき、苗床内
種 子 予 措

の間引き、防除、除草、移植、その他の苗床の管理作業一切

耕 起 整 地 耕起、整地、砕土、畝立て
直

基 肥 基肥の配合、運搬、施肥

は 種 種まき、覆土

接 定 植 苗取り、植穴（溝）堀り、苗運搬、定植、補植

追 肥 追肥の配合、運搬、施肥

中 耕 除 草 中耕、土入れ、土寄せ、除草、除草剤の散布、草刈り、下刈り
労

管 理 かん排水、けい畔の草刈り、間引き

防 除 防除（除草剤の散布を除く 、被害茎等の除去及び焼却、土壌消毒。）

働 刈 取 ・ 脱 穀 刈取り、結束、脱穀、大豆の収納場所への移動

乾 燥 大豆の乾燥、調製

企画管理労働のうち、大豆の生産を維持・継続する上で必要不可欠とみら
生 産 管 理 労 働

れる集会出席（打合せ等 、技術習得、簿記記帳）

間 接 労 働 購入資材等の調達、建物、農機具等の修繕

（参考） 企画管理労働のうち、生産管理労働に分類されない集会出席（打合せ等 、）
経 営 管 理 労 働 技術習得、資金調達




